
平 成 29 年
11月17日（金）
第2937号

平成29年11月17日　金曜日（929）

告 示
栃木県告示第520号
　介護保険法（平成９年法律第123号）第41条第１項に規定する指定居宅サービス事業者を指定したので、同
法第78条の規定により次のとおり公示する。
　　平成29年11月17日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　

介 護 保 険
事 業 所
番 号

事業者の名称又は氏名
指定居宅サービス事業所 指 定 の

年 月 日
サ ー ビ ス
の 種 類名 称 所 在 地

0970402236 株式会社SR
代表取締役
髙田　國夫

ヘルパーステー
ション京の華

佐野市田島町149
番地２

平成29年
11月１日

訪問介護

0970501433 株式会社パワーライフサ
ポート
代表取締役

ヘルパーステー
ションるりの里

鹿沼市麻苧町1559
番地１

平成29年
11月１日

訪問介護
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渡邊　和裕

0971001318 株式会社ナイスケアリング
代表取締役
奥村　友

ナイスケアリング
大田原

大田原市本町一丁
目2714番地ビルラ
ポール１Ｆ-Ｂ

平成29年
11月１日

訪問介護

0971301429 こころ株式会社
代表取締役
山岸　みゆき

介護センターここ
ろ

那須塩原市宮町４
番30号

平成29年
11月１日

訪問介護

0970501466 株式会社パワーライフサ
ポート
代表取締役
渡邊　和裕

訪問看護ステー
ションるりの里

鹿沼市麻苧町1559
番地１

平成29年
11月１日

訪問看護

0970302055 株式会社ヴィーナス
代表取締役
大川　はるみ

ファミーユはなの
ね

栃木市大平町新
1521番地５

平成29年
11月１日

通所介護

0970501441 株式会社パワーライフサ
ポート
代表取締役
渡邊　和裕

デイサービスるり
の里

鹿沼市麻苧町1559
番地１

平成29年
11月１日

通所介護

0971600820 社会福祉法人幸知会
理事長
角田　實

リハビリセンター
アルクルトータス

下野市下古山2522
番地１

平成29年
11月１日

通所介護

0972600753 株式会社照和
代表取締役
齋藤　和孝

かなうホーム照和 塩谷郡高根沢町石
末2859番地１

平成29年
11月１日

通所介護

　───────────────────────────────────────────────
栃木県告示第521号
　介護保険法（平成９年法律第123号）第46条第１項に規定する指定居宅介護支援事業者を指定したので、同
法第85条の規定により次のとおり公示する。
　　平成29年11月17日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　

介 護 保 険
事 業 所
番 号

事業者の名称又は氏名
指定居宅介護支援事業所 指 定 の

年 月 日
サ ー ビ ス
の 種 類名 称 所 在 地

0970501458 株式会社パワーライフサ
ポート
代表取締役
渡邊　和裕

居宅介護支援事業
所るりの里

鹿沼市麻苧町1559
番地１

平成29年
11月１日

居宅介護支
援

　───────────────────────────────────────────────
栃木県告示第522号
　介護保険法（平成９年法律第123号）第53条第１項に規定する指定介護予防サービス事業者を指定したの
で、同法第115条の10の規定により次のとおり公示する。
　　平成29年11月17日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　
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介 護 保 険
事 業 所
番 号

事業者の名称又は氏名
指定介護予防サービス事業所 指 定 の

年 月 日
サ ー ビ ス
の 種 類名 称 所 在 地

0970402236 株式会社SR
代表取締役
髙田　國夫

ヘルパーステー
ション京の華

佐野市田島町149
番地２

平成29年
11月１日

介護予防訪
問介護

0970501433 株式会社パワーライフサ
ポート
代表取締役
渡邊　和裕

ヘルパーステー
ションるりの里

鹿沼市麻苧町1559
番地１

平成29年
11月１日

介護予防訪
問介護

0971301429 こころ株式会社
代表取締役
山岸　みゆき

介護センターここ
ろ

那須塩原市宮町４
番30号

平成29年
11月１日

介護予防訪
問介護

0970501466 株式会社パワーライフサ
ポート
代表取締役
渡邊　和裕

訪問看護ステー
ションるりの里

鹿沼市麻苧町1559
番地１

平成29年
11月１日

介護予防訪
問看護

0970501441 株式会社パワーライフサ
ポート
代表取締役
渡邊　和裕

デイサービスるり
の里

鹿沼市麻苧町1559
番地１

平成29年
11月１日

介護予防通
所介護

0971600820 社会福祉法人幸知会
理事長
角田　實

リハビリセンター
アルクルトータス

下野市下古山2522
番地１

平成29年
11月１日

介護予防通
所介護

0972600753 株式会社照和
代表取締役
齋藤　和孝

かなうホーム照和 塩谷郡高根沢町石
末2859番地１

平成29年
11月１日

介護予防通
所介護

　───────────────────────────────────────────────
栃木県告示第523号
　介護保険法（平成９年法律第123号）第75条第２項の規定により指定居宅サービス事業者から指定居宅サー
ビスの事業の廃止の届出があったので、同法第78条の規定により次のとおり公示する。
　　平成29年11月17日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　

介 護 保 険
事 業 所
番 号

事業者の名称又は氏名
指定居宅サービス事業所 廃 止 の

年 月 日
サ ー ビ ス
の 種 類名 称 所 在 地

0970202214 株式会社足南シルバーサー
ビス
代表取締役
岩﨑　仁亮

訪問介護ほほえみ 足利市堀込町1648
番地１

平成29年
10月31日

訪問介護

0970401287 ＴＣＳ株式会社
代表取締役
石川　美恵子

ヘルパーステー
ション京の華

佐野市田島町149
番地２

平成29年
10月31日

訪問介護

0972300248 有限会社あゆむ
取締役

有限会社あゆむ 下都賀郡壬生町壬
生丁232番地１

平成29年
10月31日

訪問介護
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神永　春美

0972501001 株式会社ヴァントーズ
代表取締役
藤田　和雄

訪問介護事業所
「せせらぎ」

大田原市山の手二
丁目13番31号

平成29年
10月31日

訪問介護

0971000104 株式会社ニチイ学館
代表取締役
寺田　明彦

ニチイケアセン
ター大田原

大田原市佐久山
3227番地

平成29年
９月30日

訪問入浴介
護

　───────────────────────────────────────────────
栃木県告示第524号
　介護保険法（平成９年法律第123号）第82条第２項の規定により指定居宅介護支援事業者から指定居宅介護
支援の事業の廃止の届出があったので、同法第85条の規定により次のとおり公示する。
　　平成29年11月17日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　

介 護 保 険
事 業 所
番 号

事 業 者 の 名 称
指定居宅介護支援事業所 廃 止 の

年 月 日
サ ー ビ ス
の 種 類名 称 所 在 地

0970202669 株式会社福寿草
代表取締役
福田　保男

居宅介護支援事業
所はちどり

足利市常見町一丁
目７番地６

平成29年
10月１日

居宅介護支
援

　───────────────────────────────────────────────
栃木県告示第525号
　介護保険法（平成９年法律第123号）第115条の５第２項の規定により指定介護予防サービス事業者から指定
介護予防サービスの事業の廃止の届出があったので、同法第115条の10の規定により次のとおり公示する。
　　平成29年11月17日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　

介 護 保 険
事 業 所
番 号

事業者の名称又は氏名
指定介護予防サービス事業所 廃 止 の

年 月 日
サ ー ビ ス
の 種 類名 称 所 在 地

0970202214 株式会社足南シルバーサー
ビス
代表取締役
岩﨑　仁亮

訪問介護ほほえみ 足利市堀込町1648
番地１

平成29年
10月31日

介護予防訪
問介護

0970401287 ＴＣＳ株式会社
代表取締役
石川　美恵子

ヘルパーステー
ション京の華

佐野市田島町149
番地２

平成29年
10月31日

介護予防訪
問介護

0972300248 有限会社あゆむ
取締役
神永　春美

有限会社あゆむ 下都賀郡壬生町壬
生丁232番地１

平成29年
10月31日

介護予防訪
問介護

0972501001 株式会社ヴァントーズ
代表取締役
藤田　和雄

訪問介護事業所
「せせらぎ」

大田原市山の手二
丁目13番31号

平成29年
10月31日

介護予防訪
問介護

0971000104 株式会社ニチイ学館
代表取締役
寺田　明彦

ニチイケアセン
ター大田原

大田原市佐久山
3227番地

平成29年
９月30日

介護予防訪
問入浴介護
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0970900296 有限会社ケアワーカー出野
代表取締役
出野　洋子

有限会社ケアワー
カー出野

真岡市荒町四丁目
22番地４

平成29年
３月31日

介護予防通
所介護

（高齢対策課）　
　───────────────────────────────────────────────
栃木県告示第526号
　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。
　その関係図面は、栃木県県土整備部道路保全課において、平成29年11月17日から同年12月18日まで一般の縦
覧に供する。
　　平成29年11月17日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　
Ⅰ
道路の種類　県道
路　線　名　主要地方道　鹿沼日光線
道路の区域

整理番号 変更前
後の別 区 間 敷地の幅員

（メートル）
延 長
（メートル） 備 考

14
前 鹿沼市日吉町568-10番地から

鹿沼市日吉町586-５番地まで 15.0 ～ 15.0 53.7

後 鹿沼市日吉町568-10番地から
鹿沼市日吉町586-５番地まで 15.0 ～ 22.8 53.7

Ⅱ
道路の種類　県道
路　線　名　主要地方道　黒磯黒羽線
道路の区域

整理番号 変更前
後の別 区 間 敷地の幅員

（メートル）
延 長
（メートル） 備 考

34
前 大田原市川田238-１番地から

大田原市川田284-４番地まで 8.8 ～ 13.9 87.0

後 大田原市川田238-１番地から
大田原市川田284-４番地まで 12.2 ～ 13.9 87.0

Ⅲ
道路の種類　県道
路　線　名　一般県道　稲沢黒羽線
道路の区域

整理番号 変更前
後の別 区 間 敷地の幅員

（メートル）
延 長
（メートル） 備 考

179
前 大田原市川田238-１番地から

大田原市川田284-４番地まで 8.8 ～ 13.9 87.0

後 大田原市川田238-１番地から
大田原市川田284-４番地まで 12.2 ～ 13.9 87.0

Ⅳ
道路の種類　県道
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路　線　名　一般県道　安塚雀宮線
道路の区域

整理番号 変更前
後の別 区 間 敷地の幅員

（メートル）
延 長
（メートル） 備 考

184
前 宇都宮市さつき１丁目987-４から

宇都宮市さつき１丁目987-４まで 10.4 ～ 12.5 22.5

後 宇都宮市さつき１丁目987-４から
宇都宮市さつき１丁目987-４まで 12.7 ～ 15.9 22.5

Ⅴ
道路の種類　県道
路　線　名　主要地方道　宇都宮船生高徳線
道路の区域

整理番号 変更前
後の別 区 間 敷地の幅員

（メートル）
延 長
（メートル） 備 考

325

前
塩谷郡塩谷町大字船生字鹿野6756から
塩谷郡塩谷町大字船生字道谷原6908ま
で

14.5 ～ 17.4 65.0

後
塩谷郡塩谷町大字船生字鹿野6756から
塩谷郡塩谷町大字船生字道谷原6908ま
で

14.5 ～ 22.1 65.0

　───────────────────────────────────────────────
栃木県告示第527号
　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第２項の規定に基づき、次の道路の供用を開始する。
　その関係図面は、栃木県県土整備部道路保全課において、平成29年11月17日から同年12月18日まで一般の縦
覧に供する。
　　平成29年11月17日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　

整理番号 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の期日

200 一 般 県 道
秋 山 葛 生 線

佐野市秋山町字片根2204地先から
佐野市水木町字片根1140-１地先まで 平成29年11月17日

（道路保全課）　
　───────────────────────────────────────────────

公 告
　　　○大規模小売店舗の新設の届出に係る意見の概要
　大規模小売店舗立地法（平成10年法律第91号。以下「法」という。）第８条第３項の規定により、大規模小
売店舗の新設に関する届出についての同条第１項の規定による意見の概要を次のとおり公告し、当該意見を平
成29年12月18日まで栃木県産業労働観光部経営支援課において縦覧に供する。
　　平成29年11月17日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　
Ⅰ
１　大規模小売店舗の名称及び所在地
トライウェル益子店
芳賀郡益子町大字益子字栗崎2795番１　他４筆
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２　法第８条第１項の規定による意見の概要

市 町 村 名 意 見 の 概 要

益 子 町 意 見 な し

Ⅱ
１　大規模小売店舗の名称及び所在地
トライウェル茂木店
芳賀郡茂木町大字茂木字番ノ前1398番２　他11筆

２　法第８条第１項の規定による意見の概要

市 町 村 名 意 見 の 概 要

茂 木 町 意 見 な し

　───────────────────────────────────────────────
　　　○大規模小売店舗の新設の届出に係る県の意見の概要
　大規模小売店舗立地法（平成10年法律第91号。以下「法」という。）第８条第４項の規定により、大規模小
売店舗の新設に関する届出に係る意見について通知したので、概要を次のとおり公告し、当該意見を平成29年
12月18日まで栃木県産業労働観光部経営支援課において縦覧に供する。
　　平成29年11月17日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　
Ⅰ
１　大規模小売店舗の名称及び所在地
トライウェル益子店
芳賀郡益子町大字益子字栗崎2795番１　他４筆

２　法第８条第４項の規定による意見の概要
意見なし

Ⅱ
１　大規模小売店舗の名称及び所在地
トライウェル茂木店
芳賀郡茂木町大字茂木字番ノ前1398番２　他11筆

２　法第８条第４項の規定による意見の概要
意見なし

（経営支援課）　
　───────────────────────────────────────────────
　　　○患畜の届出
　家畜伝染病予防法（昭和26年法律第166号）第13条第１項の規定により、家畜が患畜となったことを発見し
た旨の届出があったので、同条第４項の規定により次のとおり公示する。
　　平成29年11月17日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　

家畜伝染病
の 種 類

家畜の
種 類

患畜又は疑似
患畜の区分 頭羽群数 発生の場所

又 は 区 域 発 生 年 月 日 経過及び
転 帰

ヨーネ病 牛 患畜 １頭 大田原市 平成29年11月６日 法令殺

（畜産振興課）　
　───────────────────────────────────────────────
　　　○公共測量の実施
　測量法（昭和24年法律第188号）第39条において準用する同法第14条第１項の規定により、東日本高速道路
株式会社関東支社宇都宮管理事務所長から公共測量を実施する旨通知があったので、同法第39条において準用
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する同法第14条第３項の規定により次のとおり公示する。
　　平成29年11月17日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　
１　作業種類
公共測量（基準点測量）

２　作業地域
佐野市出流原町地内

３　作業期間
平成29年11月15日から平成30年２月28日まで

　───────────────────────────────────────────────
　　　○公共測量の実施
　測量法（昭和24年法律第188号）第39条において準用する同法第14条第１項の規定により、益子町長から公
共測量を実施する旨通知があったので、同法第39条において準用する同法第14条第３項の規定により次のとお
り公示する。
　　平成29年11月17日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　
１　作業種類
公共測量（空中写真撮影）

２　作業地域
益子町全域

３　作業期間
平成29年10月23日から平成30年２月28日まで

　───────────────────────────────────────────────
　　　○公共測量の実施
　測量法（昭和24年法律第188号）第39条において準用する同法第14条第１項の規定により、壬生町長から公
共測量を実施する旨通知があったので、同法第39条において準用する同法第14条第３項の規定により次のとお
り公示する。
　　平成29年11月17日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　
１　作業種類
公共測量（デジタル撮影）

２　作業地域
壬生町全域

３　作業期間
平成29年10月13日から平成30年３月23日まで

　───────────────────────────────────────────────
　　　○公共測量の終了
　平成29年５月30日付けの栃木県公報で公示した「公共測量の実施」について、測量法（昭和24年法律第188
号）第39条において準用する同法第14条第２項の規定により、野木町長から、その公共測量が終わった旨通知
があったので、同法第39条において準用する同法第14条第３項の規定により次のとおり公示する。
　　平成29年11月17日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　
１　作業種類
公共測量（数値撮影（デジタル）、写真地図作成（デジタルオルソ））

２　作業地域
野木町（全域）

３　作業期間
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平成29年５月９日から同年10月19日まで
（監理課）　

　───────────────────────────────────────────────
　　　○開発行為の工事完了
　都市計画法（昭和43年法律第100号）第36条第２項の規定により、開発行為に関する工事の完了に係る検査
済証を交付したので、同条第３項の規定により公告する。
　　平成29年11月17日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　

開 発 区 域
（工区に含まれる地域の名称）

開 発 許 可 を 受 け た 者

住 所 氏 名

河内郡上三川町大字大山字三枚所799番５ 河内郡上三川町大字大山792番地 見 目 知 之
見 目 里 枝

塩谷郡高根沢町大字大谷字西田998番３
（開発行為に関する工事）
塩谷郡高根沢町大字大谷字西田998番３地先

塩谷郡高根沢町大字大谷1053番地１ 笹 沼 智 尋
笹 沼 　 綾

塩谷郡高根沢町大字大谷字笹原529番２の一部
（開発行為に関する工事）
塩谷郡高根沢町大字大谷字笹原529番２地先

塩谷郡高根沢町大字大谷528番地３ 大 貫 桃 子

下都賀郡壬生町大字壬生乙字西高野2457番１ 下都賀郡壬生町表町12番３号メゾン
アンソレイユ106

赤 坂 晃 一

下都賀郡壬生町大字壬生乙字西高野2457番９ 下都賀郡壬生町大字壬生乙3607番地
63

福 田 文 子

（都市計画課）　
　───────────────────────────────────────────────

人 事 委 員 会

　───────────────────────────────────────────────

栃 木 県 人 事 委 員 会 規 則 第 十 三 号

　 地 域 手 当 の 支 給 に 関 す る 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を 次 の よ う に 定 め る 。

　 　 平 成 二 十 九 年 十 一 月 十 七 日

栃 木 県 人 事 委 員 会 委 員 長 　 　 五 　 　 家 　 　 　 　 　 正 　 　

　 　 　 地 域 手 当 の 支 給 に 関 す る 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則

　 地 域 手 当 の 支 給 に 関 す る 規 則 （ 昭 和 四 十 六 年 栃 木 県 人 事 委 員 会 規 則 第 二 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

　 別 表 中

「
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 」

を

「
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 」

に

改 め る 。

　 　 　 附 　 則

　 こ の 規 則 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 し 、 改 正 後 の 地 域 手 当 の 支 給 に 関 す る 規 則 の 規 定 は 、 平 成 二 十 九 年 四 月 一 日

か ら 適 用 す る 。

埼 玉 県 さ い た ま 市 三 級 地

埼 玉 県 さ い た ま 市 三 級 地

千 葉 県 千 葉 市 三 級 地
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調 達 等 公 告
　　　○入札公告
　次のとおり一般競争入札に付する。
　　平成29年11月17日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　
１　入札に付する事項
⑴　事業年度
平成30年度（平成29年度債務負担行為）

⑵　業務の名称
自動車税納税通知書等の印字及び封入封かん等業務

⑶　業務内容
自動車税納税通知書等の印字及び封入封かん等業務に係る仕様書のとおり

⑷　業務履行の場所
知事が別に指定する場所

⑸　契約期間
契約締結日から平成30年８月31日まで

２　入札に参加する者に必要な資格
⑴　地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の４に規定する者に該当しない者であること。
⑵　競争入札参加者資格等（平成８年栃木県告示第105号）に基づき、「大分類Ｎ（通信、情報処理）、小分
類２（情報関連サービス）」又は「大分類Ｂ（印刷物類）、小分類１（一般印刷）」の競争入札参加資格を
有するものと決定された者であること。
⑶　平成29年11月29日において、栃木県競争入札参加資格者指名停止等措置要綱（平成22年３月12日付け会
計第129号）に基づく指名停止期間中でない者であること。
⑷　入札公告日から過去５年間において、国、都道府県、政令指定都市又は栃木県内市町との間に、自動車
税納税通知書等の印字及び封入封かん等業務と同種同規模の受注実績を有する者であること。
⑸　自動車税納税通知書等（５通まで）及び同封物の合封処理、感圧のりを塗布した用紙の圧着処理、カメ
ラ読取による検証用事前データとの照合処理等の作業が行える者であること。なお、印字及び封入封かん
等業務内容の詳細については、自動車税納税通知書等の印字及び封入封かん等業務に係る仕様書のとおり
とする。
⑹　ＧＳ１－１２８（旧称：ＵＣＣ／ＥＡＮ－１２８）バーコード及びカスタマバーコードを印刷すること
ができる者であること。
⑺　プライバシーマーク及びＩＳＯ２７００１認証取得事業者であること。
３　入札の手続等
⑴　契約に関する事務を担当する課の名称等及び契約内容の縦覧場所
〒320-8501　栃木県宇都宮市塙田１丁目１番20号
栃木県経営管理部税務課税務電算担当　電話028-623-2263

⑵　入札及び開札の日時及び場所
平成29年11月29日午前10時　栃木県庁本館10階　会議室２

⑶　その他　入札説明書は、平成29年11月17日から同月28日までの日（土曜日、日曜日及び祝日を除く。）
の午前９時から正午まで及び午後１時から午後４時まで⑴の場所において交付する。

４　その他
⑴　入札保証金　免除
⑵　入札の無効　２の入札参加資格のない者の提出した入札書、入札者に求められる義務を履行しなかった
者の提出した入札書及び栃木県財務規則（平成７年栃木県規則第12号）第156条第３号から第７号までに
掲げる入札に係る入札書は、無効とする。
⑶　落札者の決定方法　栃木県財務規則第154条の規定に基づいて設定された予定価格の制限の範囲内で最
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低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。
⑷　その他　詳細は、入札説明書による。

（税務課）　
　───────────────────────────────────────────────


